
毎朝、検温や体調観察を行い、風邪の症状など下記の場合は登校せずに自宅待機して下記のフローチャートに
従って行動してください。 なお、出席停止期間中は欠席にならない処置をとりますので安心して静養してくだい。
（ただし、この期間の授業課題等についてはクラス担任と連絡を取りながら指示を受けてください。）

①

②

③

④

⑤

● 日ごろ通院している医療機関（病院）に電話で相談してください。
　※ 相談先がない場合や受診を迷う場合などは、各自治体ごとにある  
　　 下記の発熱相談センター等へ連絡してください。

37.5度以上の発熱が
4日以上続く。
強いだるさ・息苦しさ
がある。

同居者やアルバイト
先などで感染者との
接触があった。

感染（疑い含む）と診
断された。
PCR検査結果待ちで
ある。

● 学校へ電話連絡
　 03-3356-1501
  （月~土 9：00～17：00）

（学生用） 新型コロナウイルス感染症 ＜感染の可能性がある場合の行動マニュアル＞

● 相談をした医療機関、保健所等の指示に従ってください。
　（指示の例 ： 自宅で様子見や静養、医療機関で受診や検査、自宅またはホテルで待機、入院など）
● 指示内容を学校へ電話で連絡してください。 03-3356-1501 （月~土 9：00～17：00）
● 検査を受けた場合は、結果が出たら速やかに学校へ電話で連絡してください。

● 登校許可（下記の基準を満たした場合は、学校へ連絡した上で登校を開始してください。）
　 1.  高熱が出ていた場合は、薬剤を使用せずに解熱した日から4 日目以降に登校可能とする。
　 2.  その他の症状に関しては、症状が完全に無くなっていること。
　 3.  発症後、少なくとも10日が経過していること。（医師の指示がある場合はそれに従うこと）
　 4.  濃厚接触者となった場合は、経過観察として14日が経過し症状が出ていないこと。
● 登校時には、２階教員室窓口で「欠席届」を提出してください。

● 感染や感染の疑いがある場合は出席停止となります。（自宅で静養等を指示された場合も含む）
● 検査の必要がなかった場合も、発熱症状の場合は解熱後3日間まで出席停止となります。
● 出席停止期間中は体調により可能であれば、クラス担任と連絡をとりながら療養を続けてください。
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発熱・せき・風邪の症
状がある。

【東京都】
東京都発熱相談センター（24時間、土日祝日を含む毎日）
電話 ： 03-5320-4592

【神奈川県】
新型コロナウイルス感染症専用ダイヤル（無休（24時間））
電話 ： 0570-056774

【千葉県】
千葉県発熱相談コールセンター（24時間（土日・祝日を含む））
電話 ： 03-6747-8414

【埼玉県】
埼玉県受診・相談センター（月~土曜、祝日 午前9時~午後5時30分）
電話 ： 048-762-8026
県民サポートセンター（24時間・年中無休／受診先の確認・質問）
電話 ： 0570-783-770

※各地域の新型コロナウイルスに関する相談・
　医療の情報や受診・相談センターの連絡先は
　右記厚生労働省のサイトにまとめられています。
　（令和３年１月28日時点版）

※ 発熱等の症状を感じたら、日ごろ通院している医療機関（病院）か、近くにある病院へ電話で相談してください。
　 相談先がない場合や受診を迷う場合は、各自治体ごとにある下記の発熱相談センター等に連絡してください。
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